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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンモニア態窒素を含有する排水を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒
素除去処理する排水処理装置であって、
　前記排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒
素に変換する亜硝酸型硝化反応槽と、
　前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によ
って分子状窒素と硝酸態窒素とに変換する嫌気性アンモニア酸化反応槽と、
　嫌気性アンモニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを、独立
栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応槽と、
を備え、
　前記独立栄養的脱窒反応槽に、前記独立栄養的な脱窒反応の電子供与体として働く還元
性硫黄化合物を供給する硫黄供給手段が設置されていることを特徴とする排水処理装置。
【請求項２】
　アンモニア態窒素を含有する排水を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒
素除去処理する排水処理装置であって、
　前記排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒
素に変換すると共に、
　前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によ
って分子状窒素と硝酸態窒素とに変換する単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽と、
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　嫌気性アンモニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを、独立
栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応槽と、
を備え、
　前記独立栄養的脱窒反応槽に、前記独立栄養的な脱窒反応の電子供与体として働く還元
性硫黄化合物を供給する硫黄供給手段が設置されていることを特徴とする排水処理装置。
【請求項３】
　アンモニア態窒素を含有する排水を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒
素除去処理する排水処理装置であって、
　前記排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒
素に変換すると共に、
　前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によ
って分子状窒素と硝酸態窒素とに変換し、且つ、
　嫌気性アンモニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを、独立
栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する脱窒反応槽を単槽式の反応槽として備え
、
　前記単槽式の反応槽に、前記独立栄養的な脱窒反応の電子供与体として働く還元性硫黄
化合物を供給する硫黄供給手段が設置されていることを特徴とする排水処理装置。
【請求項４】
　アンモニア態窒素を含有する排水を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒
素除去処理する排水処理方法であって、
　前記排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒
素に変換する亜硝酸型硝化反応工程と、
　前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によ
って分子状窒素と硝酸態窒素とに変換する嫌気性アンモニア酸化工程と、
　嫌気性アンモニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを、独立
栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応工程と、を含み、
　前記独立栄養的脱窒反応工程で処理される被処理水に、前記独立栄養的な脱窒反応の電
子供与体として働く還元性硫黄化合物を供給することを特徴とする排水処理方法。 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水処理装置及び排水処理方法に関する。詳細には、窒素含有排水を嫌気性
アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒素除去処理する排水処理装置及び排水処理方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種無機態窒素や有機態窒素を含有する窒素含有排水は、閉鎖性水域の富栄養化を招き
水質汚染を引き起こす一因となっている。そのため、下水や各種産業排水をはじめとした
窒素含有排水に含まれているアンモニア等の窒素成分を、微生物による作用で窒素ガス（
分子状窒素）にまで変換して除去する生物学的処理が行われている。
【０００３】
　窒素含有排水を生物学的処理する方法としては、従来、硝化反応と脱窒反応とを組み合
わせた硝化脱窒処理が主流となっている。硝化脱窒処理は、好気的に行われる硝化反応に
よって、窒素含有排水に含まれているアンモニア態窒素や亜硝酸態窒素を硝酸態窒素にま
で酸化し、無酸素的に行われる脱窒反応によって、硝酸態窒素を分子状窒素にまで還元す
ることで窒素除去処理を行う排水処理方法である。
【０００４】
　一般に、硝化脱窒処理の脱窒反応は、従属栄養性の脱窒細菌群を利用して行われる。そ
のため、脱窒反応処理にあたっては、炭素源としてメタノール等の有機物の添加を要する
場合がある。また、硝化反応にあたっては、アンモニア態窒素や亜硝酸態窒素を硝酸態窒
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素にまで完全酸化させるために十分な曝気を行わなければならない。このような理由から
、従来の硝化脱窒処理は、多大な薬剤コストや動力コストを要し、運転コストが高い排水
処理方法となっている。
【０００５】
　近年、このような硝化反応と脱窒反応との組み合わせに代えて、嫌気性アンモニア酸化
（ANAMMOX（アナモックス）；Anaerobic Ammonium Oxidation）反応を利用した排水処理
方法の開発が進められている。嫌気性アンモニア酸化反応は、アンモニウムイオンを電子
供与体とし、亜硝酸イオンを電子受容体として、次の式１のとおりアンモニア態窒素と亜
硝酸態窒素とを共脱窒する方法である。
　ＮＨ４

＋＋1.32ＮＯ２
－＋0.066ＨＣＯ３

－＋0.13Ｈ＋

→1.02Ｎ２＋0.26ＮＯ３
－＋0.066ＣＨ２Ｏ０．５Ｎ０．１５＋2.03Ｈ２Ｏ・・・（式１

）
【０００６】
　嫌気性アンモニア酸化反応を利用した排水処理方法では、窒素除去処理のための反応を
独立栄養性である嫌気性アンモニア酸化細菌群が担うため、従来の硝化脱窒処理とは異な
り、炭素源として有機物を添加する必要が無いという利点がある。また、亜硝酸態窒素を
硝酸態窒素にまで亜硝酸酸化させる必要が無いため、排水の曝気に関わる動力コストを低
減できる利点も有している。また、嫌気性アンモニア酸化細菌群は、高い脱窒速度を示し
、汚泥生成量も少ないことから、反応槽を小型化することが可能である点でも有利である
。そのため、嫌気性アンモニア酸化反応を利用した排水処理方法は、窒素成分の除去に特
化し、従来の硝化脱窒処理よりも専用性の高い排水処理を実現する技術として期待されて
いる。
【０００７】
　嫌気性アンモニア酸化反応においては、前記の式１に示されるように、反応基質である
アンモニウムイオンと亜硝酸イオンとが、約１：１．３２の比率で反応する。通常、処理
すべき窒素含有排水中の窒素成分の多くは、アンモニア態窒素として存在し、亜硝酸態窒
素の比率は低いため、嫌気性アンモニア酸化反応を利用した生物学的処理にあたっては、
排水中のアンモニア態窒素の一部を亜硝酸態窒素にまであらかじめ部分酸化（亜硝酸型硝
化）させる亜硝酸型硝化反応処理を行うのが一般的である。
【０００８】
　亜硝酸型硝化反応を担う硝化細菌群は、アンモニア態窒素を亜硝酸態窒素にまで酸化す
るアンモニア酸化細菌（ammonium oxidizing bacteria；ＡＯＢ）と、亜硝酸態窒素を硝
酸態窒素にまで酸化する亜硝酸酸化細菌（nitrate oxidizing bacteria；ＮＯＢ）との混
成であり、通常の処理条件では、硝酸態窒素を生じる完全酸化まで反応が進行してしまう
場合がある。そこで、亜硝酸型硝化反応処理では、排水中のアンモニウムイオンと亜硝酸
イオンとを適切な比率にするために、排水の溶存酸素濃度、水温、ｐＨ、窒素成分濃度等
を適切に管理し、亜硝酸酸化細菌の活性を抑制する運転が行われる。
【０００９】
　嫌気性アンモニア酸化反応を利用した排水処理方法としては、亜硝酸型硝化反応処理と
嫌気性アンモニア酸化反応処理とを各別の反応槽において行う方法の他、単槽式の反応槽
で一段階として行う方法の開発も進められている。例えば、特許文献１には、硝化微生物
を用い酸素を付加することによりアンモニアを含む排水を硝化処理してアンモニアの酸化
生成物を有する溶液を生成する第１の工程と、アンモニアと共に酸化生成物を脱窒微生物
を介して窒素に変換する第２の工程とを含有し、重炭酸塩を供給する空気が実質的に除去
された重炭酸塩を含む廃水を用い、第１の工程で通気を制御することによりペーハ値は７
．２以下に維持し、廃水内に存在するアンモニアの一部をニトリットに変換してニトリッ
トを含む溶液を生成し、第２の工程で、生成したニトリットを脱窒微生物により残りのア
ンモニアの酸化体として使用することを特徴とするアンモニアを含む排水を処理する方法
が開示されている。そして、第１及び第２の工程を単一のバイオリアクタ内で同時に行い
、バイオリアクタ内で硝化微生物および脱窒微生物を固形相で存在させ、硝化微生物を実
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質的に固形相の外側の好気部分に存在させ、脱窒微生物を実質的に固形相の内側の嫌気部
分に存在させ、酸素をバイオリアクタ内のアンモニア濃度に対応させて第１の工程を制限
する量供給することが記載されている。
【００１０】
　また、非特許文献１には、嫌気性アンモニア酸化反応を利用した単槽式の反応槽によっ
て排水処理するＣＡＮＯＮ（Completely Autotrophic Nitrogen Removal Over Nitrite）
法について開示されており、アンモニウムイオン濃度の変化に伴う各細菌群の変動を解析
したことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特表２００１－５０６５３５号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】K. A. Third, O. Sliekers, J. G. Kuenen, M. S. M. Jetten, The CAN
ON System (Completely Autotrophic Nitrogen-removal Over Nitrite) under Ammonium 
Limitation: Interaction and Competition between Three Groups of Bacteria, Syst. 
Appl. Microbiol., 24(4), p588-596(2001)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　嫌気性アンモニア酸化反応を利用した生物学的処理においては、前記の式１に示される
ように、硝酸イオンが理論上、窒素換算で約１１％程度の割合生成し、窒素除去処理され
ることなく必然的に処理水中に残留してしまう。そのため、処理する排水の窒素成分濃度
が高い場合には、処理水中に残留する硝酸イオンの量は無視できないものとなり、要求さ
れる処理水質が確保され難くなるという問題がある。
【００１４】
　また、亜硝酸型硝化反応処理に用いられる硝化細菌群や嫌気性アンモニア酸化反応を担
う嫌気性アンモニア酸化細菌群は、増殖速度が極めて遅く、滞留時間の確保や、反応槽外
への菌体流出の防止に対する要求が高いことから、微生物固定化の形態が利用されること
が多い。そのため、固定化担体の形態や固定床の構造等に起因して、各反応基質と各細菌
群との接触性が不良になり易い。そして、接触性の不良によって反応速度が低下すると、
亜硝酸型硝化反応においては、嫌気性アンモニア酸化反応の反応基質となる亜硝酸イオン
が十分に生成されず、アンモニウムイオンの一部が亜硝酸イオンと反応できずに処理水中
に残留したり、嫌気性アンモニア酸化反応においては、反応基質の全量を十分に反応させ
ることができず、アンモニウムイオンや亜硝酸イオンが処理水中にそのまま残留したりし
て処理水質が低下することになる。
【００１５】
　このように嫌気性アンモニア酸化反応を利用した生物学的処理では、実用上、窒素成分
の除去に限界があり、一定程度以上の良好な処理水質を得難い現状がある。特に、排水の
ＳＢＲ（sequencing batch reactor）処理や連続処理を適用する場合には、接触性の不良
による反応速度の低下の影響はより顕著となるし、特許文献１や非特許文献１に記載され
るような単槽式の反応槽を適用した処理では、基質の反応率が処理中に低下する頻度が高
くなることが想定されるため、未反応の窒素成分が残留し易くなり、処理水質の確保がさ
らに困難となる恐れがある。
【００１６】
　そこで、本発明は、嫌気性アンモニア酸化反応を利用した排水の生物学的処理において
、嫌気性アンモニア酸化反応後に残留する窒素成分の濃度を低減し、処理水質を向上させ
ることができる排水処理装置及び排水処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
　前記課題を解決するために本発明に係る排水処理装置は、アンモニア態窒素を含有する
排水を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒素除去処理する排水処理装置で
あって、前記排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝
酸態窒素に変換し、前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモ
ニア酸化反応によって分子状窒素と硝酸態窒素とに変換し、嫌気性アンモニア酸化反応後
に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを、独立栄養的な脱窒反応によって分子
状窒素に変換して窒素除去処理する構成であり、前記独立栄養的な脱窒反応が行われる反
応槽に、前記独立栄養的な脱窒反応の電子供与体として働く還元性硫黄化合物を供給する
硫黄供給手段が設置されていることを特徴とする。 
【００１８】
　また、本発明に係る排水処理方法は、アンモニア態窒素を含有する排水を嫌気性アンモ
ニア酸化反応を利用して生物学的に窒素除去処理する排水処理方法であって、前記排水に
含まれるアンモニア態窒素の一部を、亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒素に変換する
亜硝酸型硝化反応工程と、前記アンモニア態窒素の残部と前記亜硝酸態窒素とを、嫌気性
アンモニア酸化反応によって分子状窒素と硝酸態窒素とに変換する嫌気性アンモニア酸化
工程と、嫌気性アンモニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と前記硝酸態窒素とを
、独立栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応工程と、を含
み、前記独立栄養的脱窒反応工程で処理される被処理水に、前記独立栄養的な脱窒反応の
電子供与体として働く還元性硫黄化合物を供給することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、嫌気性アンモニア酸化反応を利用した窒素含有排水の生物学的排水処
理において、嫌気性アンモニア酸化反応後に残留する窒素成分の濃度を低減し、処理水質
を向上させることができる排水処理装置及び排水処理方法を提供することができる。特に
、炭素源として有機物を添加する必要が無く、運転コストがより低廉でありながら、処理
水質を向上させることができる排水処理装置及び排水処理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【図４】本発明の実施例１に係る排水処理方法によって処理された排水の窒素濃度を示す
図である。
【図５】本発明の実施例２に係る排水処理方法によって処理された排水の窒素濃度を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［第１実施形態］
　はじめに、本発明の第１実施形態に係る排水処理装置及び排水処理方法について説明す
る。なお、各図において共通する部分には同一の符号を付し、重複する部分についての説
明は省略する。
【００２２】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【００２３】
　図１に示すように、第１実施形態に係る排水処理装置１は、亜硝酸型硝化反応槽１０と
、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０と、独立栄養的脱窒反応槽３０とをこの順に直列的な
配列で備えている。第１実施形態に係る排水処理装置１は、アンモニア態窒素を含有する
窒素含有排水（排水）を嫌気性アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒素除去処理す
る排水処理装置である。この排水処理装置１は、嫌気性アンモニア酸化反応によって窒素
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除去処理された処理水が、さらに独立栄養的な脱窒反応に供されて副次的に窒素除去処理
される構成とされている特徴を有している。なお、本明細書において、独立栄養的な脱窒
反応とは、炭素源としての有機物が存在しない条件の下で独立栄養性細菌によって行われ
る脱窒反応を意味する。
【００２４】
　排水処理装置１では、亜硝酸型硝化反応槽１０、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０及び
独立栄養的脱窒反応槽３０の各反応槽には、被処理水としての排水が順次導入され、各反
応槽毎に管理された反応条件の下で微生物による生物学的処理が行われる。すなわち、排
水処理装置１は、亜硝酸型硝化反応工程、嫌気性アンモニア酸化工程、及び、独立栄養的
脱窒反応工程の各工程を各別の反応槽において順次行う排水処理方法（第１実施形態に係
る排水処理方法）が好適に行われる装置となっている。これらの各反応槽は、槽型及びタ
ンク型のいずれの形態としてもよく、また、ＳＢＲ処理型の反応槽及び連続処理型の反応
槽のいずれの運転方式を採用することも可能である。
【００２５】
　排水処理装置１において処理される窒素含有排水（排水）は、はじめに、亜硝酸型硝化
反応槽１０に導入される。処理する排水は、例えば、排水を一時的に貯留している排水タ
ンク等から、排水ポンプ８によって、窒素負荷に応じた適度の水量で亜硝酸型硝化反応槽
１０に導入することができる。処理する排水は、アンモニア態窒素の他に亜硝酸態窒素や
硝酸態窒素を含有していてもよいが、低ＢＯＤないしＣ／Ｎ比（炭素質量／窒素質量比）
が小さい排水が、生物学的処理を安定的にし、高い窒素除去率を実現し得る点で好適であ
る。このような排水としては、具体的には、例えば、下水処理施設、畜産排水処理施設、
食品排水処理施設等で生じる活性汚泥処理水を脱水した活性汚泥脱水濾液や、半導体工場
、化学工場、めっき工場、塗装工場等で生じる高窒素濃度の事業排水等が挙げられる。
【００２６】
　亜硝酸型硝化反応槽１０は、排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を亜硝酸型硝化反
応によって亜硝酸態窒素に変換する亜硝酸型硝化反応処理（亜硝酸型硝化反応工程）が行
われる反応槽となっている。この亜硝酸型硝化反応処理では、排水に含まれているアンモ
ニウムイオンの一部を亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸イオンにまであらかじめ部分酸化
させることで、嫌気性アンモニア酸化反応処理に供される排水のアンモニウムイオンと亜
硝酸イオンとの比率が、嫌気性アンモニア酸化反応処理に適した反応基質の比率となるよ
うにする。なお、亜硝酸型硝化反応は、次の式２のように表される。
　　ＮＨ４

＋＋1.5Ｏ２→ＮＯ２
－＋2Ｈ＋＋Ｈ２Ｏ・・・（式２）

【００２７】
　亜硝酸型硝化反応槽１０には、亜硝酸型硝化反応を担う硝化細菌群が保持される。硝化
細菌群は、図１においては、浮遊性の固定化担体１１０に固定化されて流動床の形態で保
持されているが、固定化された形態及び非固定の形態のいずれとすることも可能である。
また、固定化は、包括固定化及び付着固定化のいずれによるものでもよく、流動床及び固
定床のいずれの形態としてもよい。但し、硝化細菌群の増殖速度は遅いため、滞留時間を
確保したり、反応槽外への菌体流出を防止したりする観点からは、固定化された形態が好
ましい。固定化担体については、球状、円筒状、立方体状、直方体状等の適宜の形状とす
ることができ、非多孔質としてもよいし、スポンジ状等の多孔質としてもよい。また、固
定床については、静置型の濾材及び揺動型の濾材のいずれによるものであってもよい。
【００２８】
　亜硝酸型硝化反応槽１０には、図１に示すように、排水に空気を散気する散気管１２と
、散気管１２に空気を送気するブロア１３とが備えられる。ブロア１３が散気管１２に空
気を送気し、散気管１２が排水中に空気を散気することで、亜硝酸型硝化反応槽１０の排
水が曝気されて溶存酸素濃度が高められるようになっている。排水の溶存酸素濃度を微好
気条件となる所定濃度範囲に制御することによって、アンモニア態窒素から亜硝酸態窒素
までの部分酸化に留めた亜硝酸型硝化反応を行うことが可能である。
【００２９】
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　また、亜硝酸型硝化反応槽１０には、図１に示すように、ｐＨ調整剤を貯留する薬注タ
ンク１５と、薬注タンク１５に貯留されているｐＨ調整剤を排水に供給する薬注ポンプ１
６とを設置することができる。ｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム等のアルカリ水酸
化物や、炭酸ナトリウム等のアルカリ炭酸塩や、炭酸水素ナトリウム等のアルカリ重炭酸
塩が用いられる。好ましいｐＨ調整剤は、アルカリ炭酸塩又はアルカリ重炭酸塩である。
このようなアルカリを排水に供給することによって、亜硝酸型硝化反応によって消費され
たアルカリ度を回復させることができ、排水のｐＨを亜硝酸型硝化反応に適した中性から
弱アルカリ付近の領域に維持することが可能である。
【００３０】
　亜硝酸型硝化反応処理では、排水のｐＨを弱アルカリ付近の領域に維持し、排水を微好
気条件として処理を行う。通常、亜硝酸型硝化反応槽１０において用いられる硝化細菌群
は、アンモニア態窒素を亜硝酸態窒素にまで酸化するアンモニア酸化細菌と、亜硝酸態窒
素を硝酸態窒素にまで酸化する亜硝酸酸化細菌とを含む嫌気性汚泥の形態を採る。そのた
め、亜硝酸型硝化反応処理において、排水中のアンモニウムイオンと亜硝酸イオンとの比
率を所定比率にするには、アンモニア態窒素が部分酸化されて生じた亜硝酸態窒素が硝酸
態窒素にまで完全酸化されないように、排水の窒素成分濃度や水温に応じて亜硝酸酸化細
菌の活性を抑制する制御を行えばよい。具体的には、排水のｐＨは、少なくともｐＨ６以
上ｐＨ９以下、好ましくはｐＨ７以上ｐＨ８．２以下となるように調整し、排水の溶存酸
素濃度は、微生物固定化の形態にもよるが、好ましくは５．０ｍｇ／Ｌ程度以下、より好
ましくは４．０ｍｇ／Ｌ程度以下の微好気条件に制限する。
【００３１】
　亜硝酸型硝化反応処理は、通常、排水中のアンモニウムイオンと亜硝酸イオンとの比率
が、嫌気性アンモニア酸化反応に必要な約１：１．３２付近の比率となるような滞留時間
とし、亜硝酸型硝化反応処理された処理水は、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０に導入す
る。なお、このような方法に代えて、排水の一部について亜硝酸型硝化反応槽１０をバイ
パスさせる方法を利用することも可能である。具体的には、処理すべき排水の一部につい
ては、亜硝酸型硝化反応槽１０をバイパスさせて、亜硝酸型硝化反応処理に供すること無
く通水する一方で、排水の残部については、亜硝酸型硝化反応槽１０に導入して亜硝酸態
窒素までの部分酸化が、例えば導入されたアンモニア態窒素の全量に対して行われるよう
にし、その後、亜硝酸型硝化反応槽１０をバイパスさせた排水と、亜硝酸型硝化反応槽１
０において亜硝酸型硝化反応処理された排水とを再混合してから、嫌気性アンモニア酸化
反応槽２０に移送する形態とすることもできる。すなわち、このときの排水の混合比によ
って、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０に移送されるアンモニウムイオンと亜硝酸イオン
との比率を嫌気性アンモニア酸化反応処理に適した比率に調整することが可能である。
【００３２】
　嫌気性アンモニア酸化反応槽２０は、排水に含まれるアンモニア態窒素のうち、亜硝酸
型硝化反応において亜硝酸態窒素に変換されなかったアンモニア態窒素の残部と亜硝酸型
硝化反応によって生成した亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によって分子状
窒素と硝酸態窒素とに変換する嫌気性アンモニア酸化反応処理（嫌気性アンモニア酸化反
応工程）が行われる反応槽となっている。この嫌気性アンモニア酸化反応処理では、亜硝
酸型硝化反応において酸化されなかったアンモニウムイオンを電子供与体とし、亜硝酸型
硝化反応によってアンモニウムイオンが部分酸化されて生じた亜硝酸イオンを電子受容体
として、前記の式１に示される生物学的反応によって、排水中に含まれている窒素成分を
分子状窒素に変換して窒素除去する。なお、窒素成分の一部は硝酸（硝酸イオン）に変換
されて、未反応のアンモニウムイオンや亜硝酸イオンと共に処理水中に残留することにな
る。
【００３３】
　嫌気性アンモニア酸化反応槽２０には、嫌気性アンモニア酸化反応を担う嫌気性アンモ
ニア酸化細菌群が保持される。嫌気性アンモニア酸化細菌群は、図１においては、浮遊性
の固定化担体１２０に固定化されて保持されているが、固定化された形態及び非固定の形
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態のいずれとすることも可能である。また、固定化は、包括固定化、付着固定化及び自己
造粒化のいずれによるものでもよく、流動床及び固定床のいずれの形態としてもよい。但
し、滞留時間を確保したり、反応槽外への菌体流出を防止したりする観点からは、固定化
された形態が好ましい。なお、固定化担体や固定床の形態については、固定化担体１１０
についてと同様である。
【００３４】
　嫌気性アンモニア酸化反応槽２０には、図１に示すように、排水を攪拌する攪拌手段２
４が備えられる。攪拌手段２４によって嫌気性アンモニア酸化反応処理される排水が均一
化され、ｐＨ勾配等の排水の分布むらが解消されることで窒素除去率がより高められる。
なお、攪拌形式は、機械攪拌に限られるものではなく、排水による循環流攪拌や、無酸素
ガス等による散気攪拌の形式としてもよい。例えば、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０を
、浮遊担体を上向流によって攪拌するガスリフト型の反応槽や、嫌気性汚泥を上向流によ
って自己造粒化させる上向流汚泥床型の反応槽等としてもよい。
【００３５】
　また、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０には、図１に示すように、ｐＨ調整剤を貯留す
る薬注タンク２５と、薬注タンク２５に貯留されているｐＨ調整剤を被処理水に供給する
薬注ポンプ２６とを設置することができる。ｐＨ調整剤としては、塩酸、硫酸等の非還元
性硫黄を含有しない酸、及び、硫化水素水溶液、二酸化硫黄水溶液等の還元性硫黄を含有
する酸のいずれを用いることもできる。酸をｐＨ調整剤として排水に供給することによっ
て、嫌気性アンモニア酸化反応によって消費される水素イオンを補充することができ、排
水のｐＨを、嫌気性アンモニア酸化反応に適した中性から弱アルカリ付近の領域に維持す
ることが可能である。また、還元性硫黄を含有する酸をｐＨ調整剤として排水に供給する
ことによって、独立栄養的脱窒反応槽３０に導入されることになる排水の還元性硫黄化合
物濃度を高めることが可能となるため、独立栄養的脱窒反応処理に関わる薬剤コストを低
減することができる。
【００３６】
　嫌気性アンモニア酸化反応処理では、排水のｐＨを中性から弱アルカリ付近の領域に維
持し、溶存酸素濃度を制限すると共に、嫌気性アンモニア酸化反応を阻害する亜硝酸態窒
素を好ましくは２５０ｍｇ／Ｌ以下の範囲に制限して処理を行う。具体的には、排水のｐ
Ｈは、少なくともｐＨ６．５以上ｐＨ９以下とし、好ましくはｐＨ７．５以上ｐＨ８．５
以下、より好ましくはｐＨ７．８以上ｐＨ８．２以下付近となるように調整する。排水の
溶存酸素濃度は、微生物固定化の形態にもよるが１．０ｍｇ／Ｌ未満が好ましく、例えば
、窒素ガス等の低酸素濃度ガスの散気や、硫化ナトリウム等の還元剤の添加によって低減
することが可能である。還元剤として還元性硫黄化合物を用いると、還元性硫黄化合物の
一部が未反応のまま嫌気性アンモニア酸化反応槽２０から流出しても、独立栄養的脱窒反
応槽３０に導入されることになる排水の還元性硫黄化合物濃度を高める働きをもたらすた
め、独立栄養的脱窒反応処理に関わる薬剤コストを低減させることが可能である。このよ
うなガスの散気や、還元剤の添加は、亜硝酸型硝化反応槽１０と嫌気性アンモニア酸化反
応槽２０との間に調整槽を設けて行ってよいし、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０におい
て行ってもよい。
【００３７】
　嫌気性アンモニア酸化反応処理は、通常、排水に含まれるアンモニウムイオンと亜硝酸
イオンとが十分に反応し、アンモニウムイオンの消費が略定常状態となるような滞留時間
とし、嫌気性アンモニア酸化反応処理された処理水は、独立栄養的脱窒反応槽３０に導入
する。この処理水には、嫌気性アンモニア酸化反応において副生成した硝酸イオンが存在
している他、嫌気性アンモニア酸化反応において分子状窒素に変換されなかった亜硝酸イ
オンが残留していることがあるが、亜硝酸イオンや硝酸イオンについては独立栄養的脱窒
反応槽３０で除去が可能である。
【００３８】
　独立栄養的脱窒反応槽３０は、排水に含まれる亜硝酸態窒素のうち、嫌気性アンモニア
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酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と嫌気性アンモニア酸化反応によって生成した硝
酸態窒素とを、独立栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応
処理（独立栄養的脱窒反応工程）が行われる反応槽となっている。すなわち、独立栄養的
脱窒反応処理では、排水中に残留している亜硝酸イオンや嫌気性アンモニア酸化反応によ
って生成した硝酸イオンが独立栄養的な脱窒反応によって分子状窒素にまで還元されるこ
とで、排水が、嫌気性アンモニア酸化反応に加えて副次的に窒素除去処理されることにな
る。
【００３９】
　独立栄養的脱窒反応槽３０には、独立栄養的な脱窒反応を担う独立栄養性脱窒細菌群が
保持される。独立栄養性脱窒細菌群は、図１においては、浮遊性の固定化担体１３０に固
定化されて流動床の形態で保持されているが、固定化された形態及び非固定の形態のいず
れとすることも可能である。また、固定化は、包括固定化、付着固定化及び自己造粒化の
いずれによるものでもよく、流動床及び固定床のいずれの形態としてもよい。但し、滞留
時間を確保したり、反応槽外への菌体流出を防止したりする観点からは、固定化された形
態が好ましい。なお、固定化担体や固定床の形態については、固定化担体１１０について
と同様である。
【００４０】
　独立栄養性脱窒細菌群は、例えば、独立栄養性の硫黄脱窒菌を含む組成とされ、嫌気性
汚泥の形態を採る。硫黄脱窒菌としては、通性化学独立栄養細菌又は偏性化学独立栄養細
菌であり、無酸素条件の下で亜硝酸態窒素や硝酸態窒素を電子受容体として利用して還元
性硫黄化合物を酸化することができる硫黄酸化細菌を用いることができる。すなわち、こ
のような硫黄脱窒菌に電子供与体として還元性硫黄化合物を供給することによって、亜硝
酸態窒素や硝酸態窒素を分子状窒素にまで還元して窒素除去処理することが可能になる。
独立栄養性脱窒細菌群は、炭素源として有機物ではなく無機物を利用するため、メタノー
ル等の有機物を供給すること無く排水処理を行うことができる利点がある。硫黄脱窒菌と
しては、具体的には、Thiobacillus denitrificans、Thiomicrospira denitrificans、Pa
racoccus denitrificans等を含む嫌気性汚泥を、還元性硫黄化合物を使用した馴養により
得ることが可能である。
【００４１】
　独立栄養的脱窒反応槽３０には、図１に示すように、被処理水を攪拌する攪拌手段３４
が備えられる。攪拌手段３４によって独立栄養的脱窒反応処理される排水が均一化される
ようになっている。なお、攪拌形式は、機械攪拌に限られるものではなく、排水による循
環流攪拌や、無酸素ガス等による散気攪拌の形式としてもよい。例えば、独立栄養的脱窒
反応槽３０を、嫌気性汚泥を上向流によって自己造粒化させる上向流汚泥床型の反応槽等
としてもよい。
【００４２】
　また、独立栄養的脱窒反応槽３０には、図１に示すように、ｐＨ調整剤を貯留する薬注
タンク３５と、薬注タンク３５に貯留されているｐＨ調整剤を排水に供給する薬注ポンプ
３６とを設置することができる。ｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム等のアルカリ水
酸化物や、炭酸ナトリウム等のアルカリ炭酸塩や、炭酸水素ナトリウム等のアルカリ重炭
酸塩等を用いることができる。好ましいｐＨ調整剤は、無機炭素源として利用可能なアル
カリ炭酸塩又はアルカリ重炭酸塩である。アルカリをｐＨ調整剤として排水に供給するこ
とによって、硫酸等の生成に伴って低下した排水のｐＨを、独立栄養的脱窒反応に適した
中性付近の領域に維持することが可能である。
【００４３】
　独立栄養的脱窒反応槽３０には、独立栄養的脱窒反応の電子供与体として働く還元性硫
黄化合物を排水に供給する硫黄供給手段が設置される。なお、図１においては、硫黄供給
手段は、還元性硫黄化合物を貯留する硫黄供給タンク３７と、硫黄供給タンク３７に貯留
されている還元性硫黄化合物を排水に供給する硫黄供給ポンプ３８とによって構成され、
還元性硫黄化合物が反応槽外から供給される形態とされている。還元性硫黄化合物を排水
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に供給すると共に、独立栄養的脱窒反応槽３０における溶存酸素濃度を低くすると、独立
栄養性脱窒細菌群が、還元性硫黄化合物を電子供与体として利用し、排水中に残留してい
る亜硝酸態窒素や硝酸態窒素を分子状窒素にまで還元するため、処理水に残留する窒素成
分の濃度はさらに低減し、嫌気性アンモニア酸化反応処理後よりもさらに処理水質を向上
させることが可能である。
【００４４】
　還元性硫黄化合物としては、独立栄養性脱窒細菌群が基質として利用可能な、単体硫黄
（元素硫黄）や、硫化ナトリウム、硫化カリウム等の硫化物や、亜硫酸ナトリウム、亜硫
酸カルシウム等の亜硫酸塩や、次亜硫酸ナトリウム等の次亜硫酸塩や、チオ硫酸ナトリウ
ム等のチオ硫酸塩等の各種の還元性化合物を用いることができる。このような還元性硫黄
化合物は、その種類に応じて、粉状体、粒状体及び溶液のいずれの形態で供給してもよい
。
【００４５】
　また、硫黄供給手段は、還元性硫黄化合物を反応槽外から供給する形態に代えて、還元
性硫黄化合物を含有する硫黄含有固形体を反応槽内に浸漬させて、排水に還元性硫黄化合
物を直接供給する形態とすることもできる。硫黄含有固形体としては、固形成形物である
硫黄含有資材や、天然の硫黄鉱物を用いることができる。硫黄含有資材としては、具体的
には、粉末状の還元性硫黄化合物とその他の結着剤化合物等とを混合し、適宜の形状に成
形した成形物が挙げられ、例えば、粉末状の元素硫黄と炭酸カルシウムとを混合してペレ
ット状に圧縮成形した成形物を好適に用いることができる。還元性硫黄化合物が酸化され
て生じる硫酸イオンの電荷をカルシウムイオンによって中和できるため、排水処理をより
安定化させることが可能である。また、硫黄鉱物としては、具体的には、自然硫黄、硫化
鉱物等を用いることができる。こうした硫黄含有固形体は、独立栄養性脱窒細菌群を付着
固定化させる固定床として利用できる他、還元性硫黄化合物の薬注の管理が省略化される
利点がある。
【００４６】
　独立栄養的脱窒反応処理では、排水のｐＨを中性付近の領域に維持し、溶存酸素濃度を
制限して処理を行う。具体的には、排水のｐＨは、ｐＨ６以上ｐＨ９以下とし、好ましく
はｐＨ７以上ｐＨ８以下となるように調整する。また、排水の溶存酸素濃度は、好ましく
は１．０ｍｇ／Ｌ以下、より好ましくは０．３ｍｇ／Ｌ以下に調整する。還元性硫黄化合
物を硫黄供給手段によって反応槽外から排水に供給する形態では、還元性硫黄化合物の供
給を、一定時間間隔で定期的に行ってよいし、排水中の窒素成分濃度を計測して、窒素成
分濃度の高低に応じて適量が供給されるように不定期に行ってもよい。また、還元性硫黄
化合物の供給量は、例えば、硝酸態窒素に対して反応当量となる量、排水のｐＨが一定化
する量等の適宜の量とすることができる。そして、独立栄養的脱窒反応処理された処理水
は、排水処理装置１から外部へ排水される。
【００４７】
　以上の第１実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法によれば、嫌気性アンモニア
酸化反応処理の後に独立栄養的脱窒反応処理が行われることによって、嫌気性アンモニア
酸化反応によって窒素除去処理後に残留する亜硝酸イオンや硝酸イオンを副次的に窒素除
去処理することが可能となるため、処理水の窒素成分の濃度をより低減し、嫌気性アンモ
ニア酸化反応処理のみの処理と比較して処理水質を向上させることができる。また、通常
、従属栄養性細菌による従属栄養的脱窒反応によって窒素除去処理を行う場合には、窒素
処理量の凡そ３倍量のメタノール等の有機物を供給する必要があるところ、独立栄養的脱
窒反応処理では、独立栄養性の脱窒細菌群を利用しているため、電子供与体として有機物
を供給する必要が無く、薬剤コストやＢＯＤを低く抑えることが可能である。また、独立
栄養性脱窒細菌群は、従属栄養性細菌と比較して、汚泥生成量が少ないため、副次的な窒
素除去処理を行うために反応槽が付加されるにもかかわらず、余剰汚泥量が大きく増大す
ることが無く、廃棄物量や運転コストを抑制することができる。
【００４８】
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　また、第１実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法では、亜硝酸型硝化反応が行
われる反応槽と、嫌気性アンモニア酸化反応が行われる反応槽と、独立栄養的な脱窒反応
が行われる反応槽とが、それぞれ別体の反応槽とされるため、排水の水温や窒素負荷の変
動に対して、各生物学的処理を個別に管理することができ、排水処理を安定化させ易い利
点がある。さらに、排水の水温や窒素負荷の変動によって亜硝酸型硝化反応処理や嫌気性
アンモニア酸化反応処理が不安定となる場合にも、独立栄養的脱窒反応処理の運転条件次
第で、亜硝酸態窒素や硝酸態窒素については確実に除去することが可能となる。
【００４９】
［変形例］
　なお、前記の第１実施形態に係る排水処理装置１は、図１に示すワンパスの構成に代え
て、独立栄養的脱窒反応槽３０の出口と嫌気性アンモニア酸化反応槽２０の入口と、又は
、独立栄養的脱窒反応槽３０の出口と亜硝酸型硝化反応槽１０と嫌気性アンモニア酸化反
応槽２０との間に設けられる調整槽と、を返送配管で接続して循環流路を形成して、独立
栄養的脱窒反応槽３０における処理水の一部を嫌気性アンモニア酸化反応槽２０に返送す
る構成としてもよい。このようにして独立栄養的脱窒反応槽３０における処理水を返送す
る運転を行うことによって、嫌気性アンモニア酸化反応槽２０に対する窒素負荷を適宜調
整することができる。また、溶存酸素濃度が低い排水と共に、独立栄養的脱窒反応槽３０
において供給された還元性硫黄化合物の余剰分を返送させることができるため、嫌気性ア
ンモニア酸化反応槽２０に導入される排水の溶存酸素濃度を効率的に低下させることもで
きる。独立栄養的脱窒反応槽３０における処理水の返送と併せて、亜硝酸型硝化反応処理
において亜硝酸イオンの生成を微増させた運転を行うことで、アンモニア態窒素をより確
実に除去する処理を行うことも可能である。
【００５０】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る排水処理装置及び排水処理方法について説明する。
【００５１】
　図２は、本発明の第２実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【００５２】
　図２に示すように、第２実施形態に係る排水処理装置２は、単槽式嫌気性アンモニア酸
化反応槽４０と、独立栄養的脱窒反応槽３０とをこの順に直列的な配列で備えている。第
２実施形態に係る排水処理装置２は、アンモニア態窒素を含有する窒素含有排水を嫌気性
アンモニア酸化反応を利用して生物学的に窒素除去処理する排水処理装置であり、亜硝酸
型硝化反応が行われる反応槽と嫌気性アンモニア酸化反応が行われる反応槽とが一体の反
応槽（単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０）とされる一方で、独立栄養的な脱窒反応
が行われる反応槽が別体の反応槽（独立栄養的脱窒反応槽３０）とされた構成を有してい
る。
【００５３】
　排水処理装置２では、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０及び独立栄養的脱窒反応
槽３０の各反応槽には、被処理水としての排水が順次導入され、各反応槽毎に管理された
反応条件の下で微生物による生物学的処理が行われる。すなわち、排水処理装置２は、単
槽式嫌気性アンモニア酸化工程及び独立栄養的脱窒反応工程の各工程を各別の反応槽にお
いて順次行う排水処理方法（第２実施形態に係る排水処理方法）が好適に行われる装置と
なっている。これらの各反応槽は、槽型及びタンク型のいずれの形態としてもよく、また
、ＳＢＲ処理型の反応槽及び連続処理型の反応槽のいずれの運転方式を採用することも可
能である。
【００５４】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０は、排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を
亜硝酸型硝化反応によって亜硝酸態窒素に変換すると共に、排水に含まれるアンモニア態
窒素のうち、亜硝酸型硝化反応において亜硝酸態窒素に変換されなかったアンモニア態窒
素の残部と亜硝酸型硝化反応によって生成した亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化
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反応によって分子状窒素と硝酸態窒素とに変換する単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理
（単槽式嫌気性アンモニア酸化反応工程）が行われる反応槽となっている。単槽式嫌気性
アンモニア酸化反応処理は、例えば、嫌気性アンモニア酸化細菌群による生物学的処理を
、低酸素濃度に制限した曝気の下で行う方法（ＣＡＮＯＮ法）、硝化細菌群による生物学
的処理を、低酸素濃度の条件に制限して行う方法（ＯＬＡＮＤ法）、固定化担体の内部に
嫌気性アンモニア酸化細菌群を固定化し、固定化担体の表面に硝化細菌群を付着させて行
う方法（ＳＮＡＰ法）等の適宜の運転方法を利用して行うことができる。
【００５５】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０には、亜硝酸型硝化反応に関与する硝化細菌群
と嫌気性アンモニア酸化反応に関与する嫌気性アンモニア酸化細菌群とが保持される。図
２においては、硝化細菌群と嫌気性アンモニア酸化細菌群とは、浮遊性の固定化担体１４
０に固定化されて流動床の形態で保持されているが、固定化は、包括固定化及び付着固定
化のいずれによるものでもよく、流動床及び固定床のいずれの形態としてもよい。但し、
硝化細菌群と嫌気性アンモニア酸化細菌群との共生は維持し難いため、馴養期間をとって
付着固定化させるのが好ましい。固定化担体や固定床の形態については、固定化担体１１
０についてと同様であるが、ＳＮＡＰ法による場合は、多孔質で立体的な形状を有する担
体が好ましい。
【００５６】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０には、図２に示すように、排水に空気を散気す
る散気管４２と、散気管４２に空気を送気するブロア４３とが備えられる。単槽式嫌気性
アンモニア酸化反応槽４０は、縦円筒状タンク型の反応槽とし、散気管４２を底部に配設
することによってガスリフト型の反応槽としてもよい。ガスリフト型の反応槽とすること
によって、酸素の気液物質移動が律速段階となり、処理が不安定化するのを抑制すること
ができる。
【００５７】
　また、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽４０には、図２に示すように、ｐＨ調整剤を
貯留する薬注タンク４５と、薬注タンク４５に貯留されているｐＨ調整剤を排水に供給す
る薬注ポンプ４６とを設置することができる。ｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム等
のアルカリ水酸化物や、炭酸ナトリウム等のアルカリ炭酸塩や、炭酸水素ナトリウム等の
アルカリ重炭酸塩や、塩酸、硫酸等の非還元性硫黄を含有しない酸や、硫化水素水溶液、
二酸化硫黄水溶液等の還元性硫黄を含有する酸等が用いられる。アルカリや酸を排水に供
給することによって、排水のｐＨを、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応に適した弱アルカ
リ付近の領域に維持することが可能である。また、還元性硫黄を含有する酸をｐＨ調整剤
として排水に供給することによって、独立栄養的脱窒反応槽３０に導入されることになる
排水の還元性硫黄化合物濃度を高めることが可能となるため、独立栄養的脱窒反応処理に
関わる薬剤コストを低減することができる。
【００５８】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理では、排水のｐＨを弱アルカリ付近の領域に維持
し、溶存酸素濃度を制限して処理を行う。具体的には、排水のｐＨは、ｐＨ７．５以上ｐ
Ｈ９以下、好ましくはｐＨ７．５以上ｐＨ８以下付近となるように調整する。排水の溶存
酸素濃度は、排水中に含まれるアンモニア態窒素濃度等を計測し、少なくとも４．０ｍｇ
／Ｌ以下の範囲として亜硝酸酸化を抑制しつつ、窒素負荷や窒素除去率に応じて亜硝酸型
硝化反応と嫌気性アンモニア酸化反応とを制御すればよい。
【００５９】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理は、通常、排水に含まれるアンモニウムイオンと
亜硝酸イオンとが十分に反応し、アンモニウムイオンの消費が略定常状態となるような滞
留時間とし、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理後には、その処理水を独立栄養的脱窒
反応槽３０に導入する。この排水には、嫌気性アンモニア酸化反応において副生成した硝
酸イオンが存在している他、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応において窒素ガスや硝酸イ
オンに変換されなかったアンモニウムイオンや亜硝酸イオンが二槽式と比較して多量に残
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留することもあるが、亜硝酸イオンや硝酸イオンについては独立栄養的脱窒反応槽３０で
除去が可能である。
【００６０】
　独立栄養的脱窒反応槽３０は、第１実施形態に係る排水処理装置１に備えられるものと
同様に、排水に含まれる亜硝酸態窒素のうち、嫌気性アンモニア酸化反応後に残留してい
る亜硝酸態窒素と嫌気性アンモニア酸化反応によって生成した硝酸態窒素とを、独立栄養
的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する独立栄養的脱窒反応処理（独立栄養的脱窒反
応工程）が行われる反応槽となっている。独立栄養的脱窒反応処理は、通常、排水に含ま
れる亜硝酸イオンと硝酸イオンとを十分に脱窒処理し得るような滞留時間とし、独立栄養
的脱窒反応処理された処理水は、排水処理装置２から外部へ排水される。
【００６１】
　以上の第２実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法によれば、単槽式嫌気性アン
モニア酸化反応処理の後に独立栄養的脱窒反応処理が行われることによって、嫌気性アン
モニア酸化反応によって窒素除去処理した後に、残留する亜硝酸イオンや硝酸イオンを副
次的に窒素除去処理することが可能となるため、処理水の窒素成分の濃度をより低減し、
嫌気性アンモニア酸化反応処理のみの処理と比較して処理水質を向上させることができる
。また、独立栄養的脱窒反応処理では、独立栄養性の脱窒細菌群を利用するため、電子供
与体として有機物を供給する必要が無く、薬剤コストやＢＯＤを低く抑えることが可能で
ある。また、副次的な窒素除去処理を行うために反応槽が付加されるにもかかわらず、余
剰汚泥量が大きく増大することが無く、廃棄物量や運転コストを抑えることができる。
【００６２】
　また、第２実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法では、亜硝酸型硝化反応が行
われる反応槽と嫌気性アンモニア酸化反応が行われる反応槽とが一体の反応槽とされるた
め、排水処理装置の小型化を図ることができる。その一方で、独立栄養的な脱窒反応が行
われる反応槽は別体の反応槽とされるため、一槽型嫌気性アンモニア酸化反応処理で残留
した窒素成分を確実に窒素除去処理することが可能である。すなわち、一槽型嫌気性アン
モニア酸化反応処理が不安定となる場合にも、独立栄養的脱窒反応処理の運転条件によっ
ては、亜硝酸態窒素や硝酸態窒素について確実に除去することができる。また、一槽型嫌
気性アンモニア酸化反応については、必ずしも厳密に制御する必要が無く、アンモニウム
イオンと亜硝酸イオンとの比率が亜硝酸イオン過剰となるように幅を持たせて運転するこ
とも可能になる。
【００６３】
［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係る排水処理装置及び排水処理方法について説明する。
【００６４】
　図３は、本発明の第３実施形態に係る排水処理装置の概略構成を示す図である。
【００６５】
　図３に示すように、第３実施形態に係る排水処理装置３は、脱窒反応槽（単槽式脱窒反
応槽）５０を生物学的処理を行う単槽式の反応槽として備えている。第３実施形態に係る
排水処理装置３は、アンモニア態窒素を含有する窒素含有排水を嫌気性アンモニア酸化反
応を利用して生物学的に窒素除去処理する排水処理装置であり、亜硝酸型硝化反応が行わ
れる反応槽と嫌気性アンモニア酸化反応が行われる反応槽と独立栄養的な脱窒反応が行わ
れる反応槽とが一体の反応槽（単槽式脱窒反応槽５０）とされた構成を有している。
【００６６】
　排水処理装置３は、単槽式脱窒反応工程を単槽の反応槽において行う排水処理方法（第
３実施形態に係る排水処理方法）が好適に行われる装置となっている。この反応槽は、槽
型及びタンク型のいずれの形態としてもよく、また、ＳＢＲ処理型の反応槽及び連続処理
型の反応槽のいずれの運転方式を採用することも可能である。
【００６７】
　単槽式脱窒反応槽５０は、排水に含まれるアンモニア態窒素の一部を亜硝酸型硝化反応
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によって亜硝酸態窒素に変換すると共に、排水に含まれるアンモニア態窒素のうち、亜硝
酸型硝化反応において亜硝酸態窒素に変換されなかったアンモニア態窒素の残部と亜硝酸
型硝化反応によって生成した亜硝酸態窒素とを、嫌気性アンモニア酸化反応によって分子
状窒素と硝酸態窒素とに変換し、且つ、排水に含まれる亜硝酸態窒素のうち、嫌気性アン
モニア酸化反応後に残留している亜硝酸態窒素と嫌気性アンモニア酸化反応によって生成
した硝酸態窒素とを、独立栄養的な脱窒反応によって分子状窒素に変換する単槽式脱窒反
応処理（単槽式脱窒反応工程）が行われる反応槽となっている。
【００６８】
　単槽式脱窒反応槽５０には、亜硝酸型硝化反応に関与する硝化細菌群と嫌気性アンモニ
ア酸化反応に関与する嫌気性アンモニア酸化細菌群と独立栄養的な脱窒反応に関与する独
立栄養性脱窒細菌群とが保持される。図３においては、硝化細菌群と嫌気性アンモニア酸
化細菌群と独立栄養性脱窒細菌群とは、浮遊性の固定化担体１５０に固定化されて流動床
の形態で保持されているが、固定化は、包括固定化及び付着固定化のいずれによるもので
もよく、流動床及び固定床のいずれの形態としてもよい。但し、硝化細菌群と嫌気性アン
モニア酸化細菌群との共生は維持し難いため、馴養期間をとって付着固定化させるのが好
ましい。固定化担体や固定床の形態については、固定化担体１１０についてと同様である
が、ＳＮＡＰ法による場合は、多孔質で立体的な形状を有する担体が好ましい。
【００６９】
　単槽式脱窒反応槽５０には、図３に示すように、排水に空気を散気する散気管５２と、
散気管５２に空気を送気するブロア５３とが備えられる。単槽式脱窒反応槽５０は、縦円
筒状タンク型の反応槽とし、散気管５２を底部に配設することによってガスリフト型の反
応槽としてもよい。ガスリフト型の反応槽とすることによって、酸素の気液物質移動が律
速段階となり、処理が不安定化するのを抑制することができる。
【００７０】
　また、単槽式脱窒反応槽５０には、図３に示すように、ｐＨ調整剤を貯留する薬注タン
ク５５と、薬注タンク５５に貯留されているｐＨ調整剤を排水に供給する薬注ポンプ５６
とを設置することができる。ｐＨ調整剤としては、水酸化ナトリウム等のアルカリ水酸化
物や、炭酸ナトリウム等のアルカリ炭酸塩や、炭酸水素ナトリウム等のアルカリ重炭酸塩
や、塩酸、硫酸等の非還元性硫黄を含有しない酸や、硫化水素水溶液、二酸化硫黄水溶液
等の還元性硫黄を含有する酸等が用いられる。アルカリや酸を排水に供給することによっ
て、排水のｐＨを、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応に適した弱アルカリ付近の領域に維
持することが可能である。また、還元性硫黄を含有する酸をｐＨ調整剤として排水に供給
することによって、排水の還元性硫黄化合物濃度を高めることが可能となるため、薬剤コ
ストを低減することができる。
【００７１】
　また、単槽式脱窒反応槽５０には、独立栄養的脱窒反応の電子供与体として働く還元性
硫黄化合物を排水に供給する硫黄供給手段が設置される。なお、図３においては、硫黄供
給手段は、還元性硫黄化合物を貯留する硫黄供給タンク５７と、硫黄供給タンク５７に貯
留されている還元性硫黄化合物を排水に供給する硫黄供給ポンプ５８とによって構成され
、還元性硫黄化合物が反応槽外から供給される形態とされている。硫黄供給手段の形態に
ついては、排水処理装置１においてと同様のものを適用することができる。図３の硫黄供
給タンク５７と硫黄供給ポンプ５８とに代えて、硫黄含有固形体を排水に浸漬させると共
に、その硫黄含有固形体に独立栄養性脱窒細菌群を付着固定させて運転する形態を採るこ
ともできる。これによって、特に独立栄養性脱窒細菌群による活性を安定的に維持させる
ことが可能になる。このとき、循環流が形成され易くなるように硫黄含有固形体によって
ガスリフト管形状を形成させてもよい。
【００７２】
　単槽式脱窒反応処理では、排水のｐＨを弱アルカリ付近の領域に維持し、溶存酸素濃度
を制限して処理を行う。具体的には、排水のｐＨは、ｐＨ７．５以上ｐＨ９以下、好まし
くはｐＨ７．５以上ｐＨ８以下付近となるように調整する。排水の溶存酸素濃度は、排水
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中に含まれるアンモニア態窒素濃度等を計測し、少なくとも４．０ｍｇ／Ｌ以下の範囲と
して亜硝酸酸化を抑制しつつ、窒素負荷や窒素除去率に応じて亜硝酸型硝化反応と嫌気性
アンモニア酸化反応とを制御すればよい。微生物固定化の形態にもよるが、独立栄養的な
脱窒反応による窒素除去速度を確保する観点からは、溶存酸素濃度は、１．０ｍｇ／Ｌ以
下の範囲に制限することが好ましく、０．５ｍｇ／Ｌ以下の範囲に制限することがより好
ましい。単槽式脱窒反応処理は、通常、還元性硫黄化合物の供給により、排水に含まれる
硝酸イオンを十分に脱窒処理し得るような滞留時間とし、単槽式脱窒反応処理された処理
水は、排水処理装置３から外部へ排水される。
【００７３】
　以上の第３実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法によれば、単槽式脱窒反応処
理において、嫌気性アンモニア酸化反応によって窒素除去処理した後に残留する亜硝酸イ
オンや硝酸イオンを副次的に窒素除去処理することが可能となるため、処理水の窒素成分
の濃度をより低減し、嫌気性アンモニア酸化反応処理のみの処理と比較して処理水質を向
上させることができる。また、単槽式脱窒反応処理では、独立栄養性脱窒細菌群を利用す
るため、電子供与体として有機物を供給する必要が無く、薬剤コストやＢＯＤを低く抑え
ることが可能である。また、独立栄養性脱窒細菌群は、汚泥生成量が少ないため、廃棄物
量や運転コストを抑えることができる。
【００７４】
　また、第３実施形態に係る排水処理装置又は排水処理方法では、亜硝酸型硝化反応が行
われる反応槽と嫌気性アンモニア酸化反応が行われる反応槽と独立栄養的な脱窒反応が行
われる反応槽とが一体の反応槽とされているため、排水処理装置のさらなる小型化を図る
ことができる。また、単槽式脱窒反応においては、曝気量と硫黄供給量とによって、亜硝
酸イオン濃度や硝酸イオン濃度を制御することが可能である。そのため、亜硝酸型硝化反
応については、必ずしも厳密に制御する必要が無く、アンモニウムイオンと亜硝酸イオン
との比率が亜硝酸イオン過剰となるように幅を持たせて運転したり、亜硝酸酸化反応の抑
制を緩和して運転することもできる。
【実施例】
【００７５】
　以下、本発明の実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明の技術的範囲は
これに限定されるものではない。
【００７６】
［実施例１］
　実施例１として、アンモニア態窒素と亜硝酸態窒素とを含有する排水を嫌気性アンモニ
ア酸化反応処理に供した後に独立栄養的脱窒反応処理に供し、その処理水質について評価
した。なお、この実施例１は、図１に示す第１実施形態に係る排水処理装置や排水処理方
法を模擬したものである。
【００７７】
　嫌気性アンモニア酸化反応処理槽には、窒素成分としてアンモニウムイオンと亜硝酸イ
オンとを含有し、アンモニウムイオン濃度が１５５ｍｇ－Ｎ／Ｌ、亜硝酸イオン濃度が２
０２ｍｇ－Ｎ／Ｌであり、水温が３０℃である排水（原水）を通水して嫌気性アンモニア
酸化反応処理を行った。続いて、嫌気性アンモニア酸化反応処理後の処理水を独立栄養的
脱窒反応槽に通水した。独立栄養的脱窒反応槽においては、Ｓ／Ｎ比で１倍量以上となる
還元性硫黄化合物を排水に添加し、排水のｐＨは中性付近となるように調整して独立栄養
的脱窒反応処理を行った。そして、これら嫌気性アンモニア酸化反応処理及び独立栄養的
脱窒反応処理による連続処理によって得られた処理水について窒素濃度を計測した。
【００７８】
　図４は、本発明の実施例１に係る排水処理方法によって処理された排水の窒素濃度を示
す図である。
【００７９】
　図４において、縦軸は排水に含まれている各窒素成分の濃度（窒素濃度（ｍｇ－Ｎ／Ｌ
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））を示している。なお、図４には、処理前の排水（原水）の窒素濃度と、嫌気性アンモ
ニア酸化反応処理の後に独立栄養的脱窒反応処理を行わなかった対照の排水（比較例１）
の窒素濃度を併せて示している。
【００８０】
　図４に示すように、比較例１では、嫌気性アンモニア酸化反応処理を行うことによって
、アンモニウムイオン濃度が４ｍｇ－Ｎ／Ｌ、亜硝酸イオン濃度が３ｍｇ－Ｎ／Ｌ、硝酸
イオン濃度が４０ｍｇ－Ｎ／Ｌの処理水が得られており、処理水中には、亜硝酸イオンが
一部残留すると共に、副生成した硝酸イオンが多量に残留していることが分かる。これに
対して、実施例１では、嫌気性アンモニア酸化反応処理の後に独立栄養的脱窒反応処理を
さらに行うことによって、アンモニウムイオン濃度が４ｍｇ－Ｎ／Ｌ、亜硝酸イオン濃度
が略０ｍｇ－Ｎ／Ｌ、硝酸イオン濃度が６ｍｇ－Ｎ／Ｌの処理水が得られている。このよ
うに、独立栄養性脱窒細菌群を利用した副次的な窒素除去処理を行うことで、亜硝酸イオ
ンや硝酸イオンの残留が略無くなり、嫌気性アンモニア酸化反応処理後に残留する窒素成
分の約８０％程度を除去する高い窒素除去率が達成されており、高水準の処理水質を実現
可能であることが確認できる。
【００８１】
［実施例２］
　実施例２として、アンモニア態窒素と硝酸態窒素とを含有する排水を単槽式嫌気性アン
モニア酸化反応処理に供した後に独立栄養的脱窒反応処理に供し、その処理水質について
評価した。なお、この実施例２は、図２に示す第２実施形態に係る排水処理装置や排水処
理方法を模擬したものである。
【００８２】
　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理槽には、窒素成分としてアンモニウムイオンと硝
酸イオンとを含有し、アンモニウムイオン濃度が１６ｍｇ－Ｎ／Ｌ、硝酸イオン濃度が３
ｍｇ－Ｎ／Ｌであり、水温が２０℃である排水（原水）を通水して単槽式嫌気性アンモニ
ア酸化反応処理を行った。続いて、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理後の処理水を独
立栄養的脱窒反応槽に通水した。独立栄養的脱窒反応槽においては、Ｓ／Ｎ比で１倍量以
上となる還元性硫黄化合物を排水に添加し、排水のｐＨは中性付近となるように調整して
独立栄養的脱窒反応処理を行った。そして、これら単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理
及び独立栄養的脱窒反応処理による連続処理によって得られた処理水について窒素濃度を
計測した。
【００８３】
　図５は、本発明の実施例２に係る排水処理方法によって処理された排水の窒素濃度を示
す図である。
【００８４】
　図５において、縦軸は排水に含まれている各窒素成分の濃度（窒素濃度（ｍｇ－Ｎ／Ｌ
））を示している。なお、図５には、処理前の排水（原水）の窒素濃度と、嫌気性アンモ
ニア酸化反応処理の後に独立栄養的脱窒反応処理を行わなかった対照の排水（比較例２）
の窒素濃度を併せて示している。
【００８５】
　図５に示すように、比較例２では、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理を行うことに
よって、アンモニウムイオン濃度が２ｍｇ－Ｎ／Ｌ、亜硝酸イオン濃度が２ｍｇ－Ｎ／Ｌ
、硝酸イオン濃度が４ｍｇ－Ｎ／Ｌの処理水が得られており、処理水中には、アンモニア
イオンや亜硝酸イオンが一部残留すると共に、硝酸イオンが多量に残留していることが分
かる。これに対して、実施例２では、単槽式嫌気性アンモニア酸化反応処理の後に独立栄
養的な脱窒処理をさらに行うことによって、アンモニウムイオン濃度が２ｍｇ－Ｎ／Ｌ、
亜硝酸イオン濃度が略０ｍｇ－Ｎ／Ｌ、硝酸イオン濃度が略０ｍｇ－Ｎ／Ｌの処理水が得
られている。このように、独立栄養性脱窒細菌群を利用した副次的な窒素除去処理を行う
ことで、亜硝酸イオンや硝酸イオンの残留が略無くなり、嫌気性アンモニア酸化反応処理
後に残留する窒素成分の約７５％程度を除去する高い窒素除去率が達成されており、高水
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準の処理水質を実現可能であることが確認できる。
【符号の説明】
【００８６】
１　排水処理装置
２　排水処理装置
３　排水処理装置
８　原水ポンプ
１０　亜硝酸型硝化反応槽
１２　散気管
１３　ブロア
１５　薬注タンク
１６　薬注ポンプ
２０　嫌気性アンモニア槽
２４　攪拌手段
２５　薬注タンク
２６　薬注ポンプ
３０　独立栄養性脱窒槽
３４　攪拌手段
３５　薬注タンク
３６　薬注ポンプ
３７　硫黄供給タンク
３８　硫黄供給ポンプ
４０　単槽式嫌気性アンモニア酸化反応槽
４２　散気管
４３　ブロア
４５　薬注タンク
４６　薬注ポンプ
５０　単槽式脱窒反応槽
５２　散気管
５３　ブロア
５５　薬注タンク
５６　薬注ポンプ
５７　硫黄供給タンク
５８　硫黄供給ポンプ
１１０　固定化担体
１２０　固定化担体
１３０　固定化担体
１４０　固定化担体
１５０　固定化担体
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